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非専門職による寄り添い型見守り支援 

―― 当事者性と市民的専門性を持った南三陸町民が取り組む被災者支援の事例から ―― 

 

東北学院大学 本間照雄 

 

 

 東日本大震災の避難者は、被災から6年経った今、全国で75,206人。避難先は47都道府県1,052市

区町村に広がり、宮城県内では9,795人が避難生活を送っている（平成30年1月16日現在 復興庁）。 

 東日本大震災は、被災規模が甚大であることだけではなく「避難生活の期間が非常に長い」ことが被

災者の困難さを増している。この長期間に渡る避難生活を支えているのが生活支援員である。東日本大

震災では、被災者自身も生活支援員となって被災者支援に携わり、日々、応急仮設住宅／災害公営住宅

での生活を見守り続けている。 

 本稿では、宮城県南三陸町を事例にして、この長期間の避難生活を支える生活支援員（LSA）に注目

し、彼らがいかにして養成されたかを被災者支援センターの制度設計から見いだし、当事者性と市民的

専門性を持って活動してきたかを報告する。 

 また、住民が生活支援員（LSA）となって被災者支援を担い、その支援者としての仕事を終えた後に

地域社会の一員に戻っていく。そうした一連の過程の中で、被災者支援という一時的・臨時的であって

も、その関わり方如何により、地域福祉の推進に資する人財に育つことを示したい。 

 

【キーワード】東日本大震災 生活支援員 被災者支援 

 

 

 

 

１ 街が消え町が造られている 

 平成23年3月11日14時46分頃、三陸沖を震源とす

るマグニチュード9.0、最大震度7（栗原市）の大地震

が発生し、東北太平洋沿岸は、大津波襲来で壊滅的な被

害を受けた。東日本大震災だ。この震災は、地震やこれ

に伴う巨大津波により東北地方の三陸沿岸部を中心に、

広範囲に甚大な人的、物的被害をもたらした。宮城県内

の人的被害は、死者・行方不明者合わせて11,791人、

住宅被害は、全壊・半壊合わせて238,132棟、県内の被

害額は9兆円を超える（宮城県、平成29年6月現在）。 

 一方、住まいに関わる復興事業は着実に進み、被災地では  写真1 南三陸町防災対策庁舎 

真新しい住宅、高層の都会的な集合住宅が目立っている。災害公営住宅15,433戸及び防災集団移転促

進事業等で整備している戸建住宅8,464戸、合わせて23,897戸（当初計画の95.3%）が新たな場所での

暮らしを始め又は準備している（平成30年3月末見込み：復興庁「住まいの復興工程表」）。 

 宮城県南三陸町は、巨大地震が引き起こした大津波によって、17,666人（平成23年2月末住民基本台

帳）のうちの9,746人（平成23年3月19日消防団等確認）が避難者になり、人的被害831人（死者・
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行方不明）、建物（住家）被害3,321戸（半壊以上）の壊滅的被害を受けた。南三陸町全体の罹災率は62%

だが、産業・行政の中心である志津川地区の罹災率は 75％で、町がほぼ壊滅的状態になったと言っても

過言ではなく、町の再興は「まったく新しい町をもう一回つくる」という被災規模である。 

 今、南三陸町では槌音が響き渡り、復興町づくりが急ピッチで進められている。住宅地の整備に限って

いえば、高台移転の宅地造成は35団地1,713戸、災害公営住宅整備は8地区770戸（集合住宅670戸、

戸建住宅100戸）と、被災前世帯数5,362世帯（平成23年2月末）の46.3%が新たな住まい方を必要と

している。震災から6年過ぎて予定した災害公営住宅738 戸及び防災集団移転促進事業等で整備してい

る戸建住宅827区画（28団地）が完成し、入居または入居待ちの状況にあり、最大時応急仮設住宅は2、

195戸（58箇所）、福祉仮設住宅は3棟27戸あったものが、平成30年3月末までに全戸撤去される見込

みである。災害公営住宅は、約 9 割が中層集合型住宅になり、被災者の多くはなじみのない住まい方を

求められている。 

 

2 長い避難生活を支える 

 東日本大震災は、人的・物的被害規模が甚大であっ

たことを持って語られることが多い。しかし、被災の

甚大さを語るもう一つの困難さとして「避難生活の期

間が非常に長いこと」がある。過去の大きな災害での

応急仮設住宅解消迄の期間は、阪神淡路大震災の5年

間、新潟県中越大地震の３年間、新潟県中越沖地震の

２年間である。それに対し、宮城県を事例にすると、

東日本大震災の最大時48,774戸（126,948人）は、6

年経っても応急仮設住宅1,199戸（2,420人）、見な

し仮設住宅等1,468戸（3,279人）及び県外34都道府県  図1 被災から住宅再建までの道のり 

（283人）で、不自由な仮住まいの中で避難生活が続いている。（平成30年4月現在「宮城県復旧・復

興の進捗情報」）。 

 こうした現状を見たとき、東日本大震災は、従来の災害にはなかった地域社会の組織化（コミュニテ

ィづくり）という新たな支援ステージを発生させたといえる。こうした中において、被災者支援の最前

線に立って長期間の避難生活を支えているのが、生活支援員（LSA）である。 

 東日本大震災における被災者支援の特徴は、地域住民が生活支援員（LSA）として被災者支援に従事

しているところにある。こうした例は、被災規模が大きく、担い手確保のために地域住民が駆り出され

ているということではなく、住民の地域に対する愛着や復興への強い意志、レジリエンスの存在を知っ

てのことである。生活支援員（LSA）として被災者支援に従事する動機は様々だが、被災者と関わるに

つれ、その役割を自覚し被災者支援に没頭していく。更には、地域への愛着を深めている。一時の災害

ユートピア（Rebecca Soluit 2009=2010）で終わらず、地域に対するオーナーシップを形成するまでに

なっている。こうした被災者支援に関わった生活支援員（LSA）は、応急仮設住宅での避難生活を支え

る活動から災害公営住宅での暮らしを支える活動にその場を移しながら、支援活動の内容を新たに出来

た住宅団地のコミュニティづくり支援に変えつつ長い避難生活を支えている。 

 では、こうした長い避難生活を支えている生活支援員（LSA）は、どの様にして育成されているのであ

ろうか。宮城県南三陸町の事例を下にして検討していきたい。 
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3 被災者生活支援センターの制度設計 

 発災から1か月ほど経過した2011（平成23）年4月下旬、町民は避難所から応急仮設住宅に移り始め、

阪神淡路大震災で大きな問題となった｢孤独死｣の対応が必要になった。しかし、少ない専門職は目前の

業務に忙殺され、介護保険事業者も著しい業務停滞に陥っており、応急仮設住宅に移り住む被災者に対

して、個別に見守りを行うことまでは手が回りそうになかった。また、国が想定している専門職を配置す

る被災者サポートセンターの仕組みでは、町内外58か所に点在する応急仮設住宅入居者に対応すること

は難しかった。 

 こうした中で町が着目したのは、被災者でもある町民と緊急雇用創出事業である。自ら被災しながら

も町の復旧復興に何らかの形で役に立ちたいと考えている町民は多くいた。何より彼らは生まれ育った

地域社会を知り尽くしている。同時に、仕事の場を失った彼らに収入を得る機会を設ける場にもなる。町

ではこうした考えをもとに多数の被災町民を雇用し、彼らを被災者支援の第一線に立つ生活支援員に据

える、被災者生活支援センターの設置を構想した。 

 

3.1 被災者生活支援センターの概要 

 南三陸町は、2011（平成23）年7月19日、多くの

町民を生活支援員とする被災者生活支援センターを

設置した。被災者生活支援センターは、日常的に関わ

る生活支援員に町民を充てて被災者生活支援の第一

線に据え（第 1 層）、その上に彼らから上がってくる

様々な情報を再確認あるいは整理（トリアージ）する

コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）及び看護

師等の専門職員を置き（第2層）、最終判断や評価を行

う役場保健師等（第3層）につないで事案の解決を図る     図2 支援の3層構造 

という、三層構造の体制で被災者支援を行うシステムを構築している。 

 南三陸町の被災者支援は、地元の社会福祉協議会に事業を委託して行っている。町は、社会福祉協議会

に委託をしているものの、人財育成、システム構築等々、事業運営の全般にわたり全面的にバックアップ

している。支援活動は、本部機能を担う被災者生活支援センター1か所と個々に具体的活動を展開するサ

テライトセンター6 か所に拠点を設けて行っている（最大時）。各サテライトセンターは、南三陸町の 4

地区（歌津、志津川、入谷、戸倉）に加えて登米市の南方地区及び横山地区に設置された応急仮設住宅を

担当する2か所を合わせて6地区にそれぞれ1か所ずつ設置し、個別具体の活動を展開する巡回型支援

員が詰めている。また、民間賃貸住宅（みなし仮設）を担当する訪問型支援員は、県内全域を担当するこ

とから被災者生活支援センターの一角を活動拠点にしている。なお、応急仮設住宅に住みながら訪問活

動をする滞在型支援員には、独立した拠点は設けず、各応急仮設住宅団地を担当するサテライトセンタ

ーの所属にしている。サテライトセンターに配置する生活支援員の人数は、応急仮設住宅の戸数や団地

数を基に20戸から30戸に1人の割合で大まかに決めている。 

  

3.2 生活支援員 

 被災者生活支援センターでは、最大時 241 人の三種類の異なる役割を持つ生活支援員で見守り支援事

業を行っている。一つ目は巡回型支援員である。応急仮設住宅を全戸訪問し、見守りや相談相手になる生

活支援員の基本形態である。南三陸町及び登米市に設置した 6 か所のサテライトセンターに応急仮設住
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宅戸数等を勘案して配置している。二つ目は滞在型支援員である。自らが居住する応急仮設住宅団地内

の気になる世帯を朝と夕の二回、杖をつきながら、あるいは二人連れだって訪問する。三つ目はみなし仮

設住宅利用者を対象とする訪問型支援員である。みなし仮設住宅利用者は、宮城県内は12 市 12 町、県

外は31都道府県に973世帯散らばっている（最大時：平成24年1月11日現在）。この内県内対象者714

世帯については、各住宅を直接訪問して孤立感を深めぬように寄り添い、帰郷の想いを支えている。県外

居住者については、月一回程度の電話で対応している。 

 また生活支援員は、応急仮設住宅の設置状況に合わせ、その人数を退職者不補充等の方法で減じてい

き、出来るだけ事業者側の都合で退職させる（生首を切る）ことの無いようにし配慮している。応急仮設

住宅自治会の活動の充実に合わせて滞在型支援員を段階的に廃止することも計画的に進められ、新たに

必要となった災害公営住宅の生活支援員（LSA）は、生活支援員の中から選ぶことで、応急仮設住宅から

災害公営住宅へ移り住んでも円滑な支援の継続が出来るようになされている。 

 

3.3 被災者生活支援活動の実績 

 被災者生活支援センターが設置された 2011

（平成23）年7月から2018（平成30）年3月迄

6年9ヶ月間の訪問件数は、100万回を超える。 

 100 万回の訪問というのは驚異的な数字であ

る。いかに地道にそして丁寧に見守り活動を行

っているかが現れている数字である。また、こ

の訪問見守りは、対象者をAランク、Bランク、

C1 ランク及び C2 ランクに区分し、対象者の身

体的・精神的・社会的状況に応じて訪問頻度を

変えている。気がかりな世帯については、巡回

型支援員に加えて滞在型支援員も訪問し、見守

りの重層化を図り、隙間のない見守りを行っている。     資料１ 訪問実績等 

 この数字からもわかるように、南三陸町の被災者生活支援は、地道にそして丁寧な訪問活動によって

紡ぎ出された、生活支援員と被災者との関係性の下に行われている。この関係性は、常に身近な存在であ

ることを心がけている訪問によって構築され、支援する者とされる者との関係を越えて、共にこの悲惨

な現状を越えていこうとする一体感をつくり出している。この一体感こそが、不自由な生活を強いられ

ている応急仮設住宅や災害公営住宅での安全安心の確保には不可欠である。それゆえに、地道にそして

丁寧な見守り活動を旨として行っているのである。 

 

4 町民を主役にする被災者生活支援 

 南三陸町で避難者支援を担うのは保健福祉課である。保健福祉課の職員は、災害救助法に関わる事務

を所管し、被災者の健康管理、一次避難所の感染症対策、二次避難所への集団移転、支援物資の管理運

営、義援金の配分等々、被災者支援に関わる主要な事務を担当している。中でも、保健衛生の専門職であ

る保健師は、発災直後から避難者の健康管理や避難所の感染症対策等の衛生管理に忙殺されていた。 

 こうした事情の中で南三陸町は、被災者支援に多くの町民を雇用して、小規模自治体に共通する、限ら

れた数の専門職の配置実態を克服して、きめ細やかな対応と迅速かつ専門的対応との双方を満足させう

るような取り組みを進めようとした。この方針を実現するにあたって鍵になったのが町民である。 
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4.1 はじめにしたこと 

 南三陸町が着目したのは、未曾有の大震災で生き残ったことの意味を考え、町のために何かをしたい

と考えていた町民の存在である。被災者に雇用の場を設けるために制度化された緊急雇用事業を財源に

して町から被災者支援事業を委託された社会福祉協議会は、2011（平成23）年6月に被災者支援を行う

臨時職員（被災者生活支援員）を100名募集した。募集に際しては、知識もない素人に被災者支援が出来

るのか、個人情報は守れるのか、100人もの素人を誰がどの様に教育するのか等々の声もあった。しかし、

組織づくりを任されていた筆者には「町民は人財／資源」という確信があり、実施に戸惑いはなかった。

採用された職員には、三日間の初任者研修が行われた。研修では、「被災して肉親や財産を失い仕事もな

い中で、不自由な応急仮設住宅暮らしを強いられる町民は、苛立ちややるせなさを隠さない」、「被災者支

援は生やさしい仕事ではない。ストレスの多い仕事である」ことをハッキリ話し、その上で「皆さんの手

でこの町を救って欲しい」、「皆さんの手で被災者の生活を支えてもらいたい」と懇願した。町民を人財に

するために真っ先に行ったのは、誰のために何をするのかを明確に示し、加えて壊滅的被害を受けた町

の復旧復興を担うという社会的役割を強調した。しかし、社会福祉協議会が作成した生活支援員の募集

要項には、主たる仕事として、避難所や仮設住宅への水配り、弁当配り、仮設住宅の巡回等々と記載され

ていたことから、応募者の殆どは、簡単で気軽にできるという気持ちで応募していた。この為、研修を受

けて、初めて求められていることの違いに驚き戸惑ったと言う。これからもわかるように、運営主体であ

る社会福祉協議会が持っていた当初の被災者支援センターに対する意識は、この程度のものであった。

当時、行政ボランティアとしてこの事業に関わっていた筆者は、こうした認識を根底から変える人財育

成やシステムづくりに奔走する必要があった。 

 

4.2 人財育成の基本項目 

 南三陸町は沿岸部の町であることから、被災者支援の担い手となった町民は、沿岸養殖漁業に従事し

ていた者が多く、見守り支援の経験は皆無に等しかった。こうした中で町民を被災者支援の担い手にす

るために行ったことは、一見するとこれまでの常識を覆すもので、以下の項目を人財育成の基本に挙げ

ている。 

 ・マニュアルはつくらない（→創意工夫を引き出す） 

 ・出来ることを活かす（→主婦目線／生活者目線に着目） 

 ・工夫をシステムにする（→やる気を活かす） 

 ・上手くできたことを意図的にとりあげる（→北風と太陽） 

 これらの項目全ては、町民を主役に据えることを基本にした考え方である。この人財育成の基本とな

る考え方は、町民自身の主体性を喚起し、時々刻々と変わる状況及び個々人の多様なニーズに応えるた

めに考え出された。応急仮設住宅というこれまでに経験のない生活環境の中にあって、その状況との向

き合い方や対応力は多様である。こうした中での支援は、限られた想定で作成されたマニュアルでは対

応が難しい。このため、町民自らの気づきや工夫をシステムにして、マニュアルによる押しつけを極力避

けたのである。 

 

4.3 事業展開のシステム設計 

 次は、この考え方を基にして被災者生活支援を具体的に展開する際のシステム設計である。特筆すべ

きは、三層構造と高齢者を活かす支援システムである。また、そのシステムはシンプルに構築されてお

り、経験の少ない町民であっても、混乱期にあっても、どのように振る舞えばよいのかわかりやすいシス
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テム設計になっている。 

 ①三層構造による支援（丁寧な対応と専門的対応の両立） 

 被災者の生活支援は、三層構造で進められている。一層目には、一般町民を雇用した生活支援員を据え

ている。生活者の視点で応急仮設住宅を巡回しながらきめ細かな見守りを行う、被災者生活支援の主力

である。二層目は、看護師2人、歯科衛生士及びコミュニティ・ソーシャル・ワーカー（社会福祉協議会

職員）の 4 人を配置し、一層目から上がってくる情報や問題点を整理もしくは専門的な視点で確認を行

い、三層目の町や地域の社会資源へつなぐ橋渡しを行っている。三層目は、町の保健師等の専門職員や関

係各課の担当者である。応急仮設住宅から上がってくる様々な課題で困難な事案は、一層目の住民によ

る生活支援員が集めた情報を下に二層目を経由して三層目が引き受け、自ら又は関係機関等との協働で

解決を図ることにしている。 

 ②高齢者の活用（地縁力を活かす） 

 高齢者の活用は、滞在型支援員制度に象徴される。高齢者の持つ豊富な経験や地域事情に精通した知

識や関係性は、地域や家族を巻き込んだ支援活動を展開する際に貴重な情報になっている。 

 ③活動目標の設定（マンネリ化やブレの防止） 

 地道で丁寧な活動は、時としてマンネリ化に陥る恐れを内包している。こうしたマンネリ化を防ぐた

めに、生活支援員自らが活動目標を設定して 1 か月毎に達成度を評価する。毎日繰り返される見守り訪

問に、こうした仕掛けを盛り込むことによって、マンネリ化や活動目的を見失って起きるブレを防ごう

としている。 

 ④名ばかりの協働連携はしない（地道な地域密着の事業展開） 

 様々な支援団体が支援を名目に関わってくる。しかし、支援活動がそれぞれの団体に任せきりになり、

結果として一貫性のない支援となって住民に混乱を与えてしまう例をしばしば見かける。南三陸町では、

こうしたことを防ぐために、むやみに手を広げるのではなく、被災者生活支援センターとして目が届き、

確実に協働できる範囲内で地道に事業を展開している。 

 これらのことは、混乱する被災地の現場であることや日々状況が変化していく中での事業であること

を考慮し、事業展開が迅速かつ柔軟に対応出来ることに主眼をすえ、シンプルなシステム設計を目指し

た考え方である。 

 

4.4 持続可能性を持たせる 

 復旧復興には長い時間と多くの労力を必要とする。被災直後は多くの団体や公的機関からの支援が期

待できる。しかし、こうした状況が長く続かないことは容易に想像できる。このため、地域住民による自

立的事業運営が持続的に行われるように配慮する必要がある。こうした課題に対応するため、次の点に

注意して事業を進めている。 

 ・知識ではなく智慧を求める（→出来る事を活かす） 

 ・工夫／結果を科学で整理（→素材を引立る調味料に理論を用いる） 

 ・ハウツー指導ではなく意味の解説（→目的の目的を問う） 

 ・会議・打合せの活用（→カンファレンス化） 

 ・多くを求めない（→選択と集中・パレートの法則） 

 これらの事柄は、自ら考えながら地道に取り組むことを求めるための仕掛けで、地道な実践の積み重

ねが生活支援員のスキルを高め、被災住民の安全安心を築いていくとの考えに基づいている。 
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4.5 三段階の支援 

 南三陸町被災者生活支援センターは、事業の開始当初から被災者支援を一時的／臨時的制度であるこ

と及び元の生活に戻す為の支援であることを心がけている。また、被災者の生活環境や他者との関わり

の様子を見ながら、生活支援員の人数や支援内容を変えている。 

 支援内容は、大きく三段階に分けている。 

 「支援」 突然の震災で茫然自失として立ちすくんでいる被災者、応急仮設住宅で慣れない避難生活を

始めたばかりの被災者には、100 名を超える大量の生活支援員が積極的に関わり、被災者の手足となり、

生きるための日々を支える必要があった。こうした状況から、この時の支援を「手へん」の“支援”と呼

んでいた。この段階では、さらに滞在型支援員100人を加え、重層的な見守り体制を敷いている。身近な

場所で日々の細々とした生活ニーズを把握するとともに、巡回型支援員による支援時間帯で空白となる

朝と夕の時間帯の見守り強化の為に配置した。 

 「支縁」 その後、応急仮設住宅での生活に慣れ始め、落ち着きを取り戻してきた頃からは、隣近所や

応急仮設住宅の自治会による「お互いさま」を醸成することに重きを置く支援に移行していった。この過

程で、生活支援員が行っていた応急仮設住宅集会所／談話室でのお茶会は、住民相互による自主開催や

自治会主催への移行を積極的に勧めた。この段階での支援は、住民相互の関わり（「縁」）を活かした支援

を意識して行うことから、「糸へん」の“支縁”と呼んだ。 

 「志縁」 さらに時が進み、応急仮設住宅での生活が長期にわたり、仮の時間ではすまなくなってき

た。また、生活再建が進み新たな住まいや新たな仕事など、避難生活からの脱却を図り、新たな生活に向

けた取り組みが進められるようになってきた。この段階での支援は、それぞれの家庭や地域のこれから

の暮らしに向けた志や想いを支えることを意識して行うことから、「志」の“志援”と呼んだ。 

 こうした、時間の経過や被災者ニーズの変化に合わせて支援の有り様を変え、被災体験を共有できる

町民である生活支援員が身近な存在として被災者に寄り添い、これまでの生活に戻るための支援に取り

組んでいる。 

 

5 高齢者が活躍する滞在型支援員 

 南三陸町で行っている被災者支援制度でもっとも特筆すべき事業は、滞在型支援員制度である。滞在

型支援員制度は、2011（平成23）年11月1日から数カ所で試行し、その結果を基にして翌月12月1日

から48応急仮設住宅団地に100名を配置して本格稼働した。個別具体の生活課題への対応は巡回型支援

員に任せ、もっぱら孤独死防止のための安否確認を任務にして孤独死ゼロを続けている。 

 滞在型支援員は、応急仮設住宅団地の自治会長と相談して人選し、高齢である、外に出る機会が少ない

（出不精）、他者との関わりが不得意等々、ややもすると見守りの対象になりそうな人を意図的に選ぶよ

うにした。このため、滞在型支援員の平均年齢は74歳（最高齢87歳）である。 

 滞在型支援員は、見守り開始時ほぼ全応急仮設住宅団地に配置したが、1年を経過したあたりから「み

んな顔見知りだから自分達でやる」との声が出始め、地域優先型応急仮設住宅団地を中心に配置を終了

した。こうして2年3か月を経過した2013（平成25）年11月現在では、一般型応急仮設住宅団地に40

人、地域優先型応急仮設住宅団地に 7 人、抽選入居と地域入選入居が合わさった混合型応急仮設住宅団

地に2人を配置し、さらに時が経ち、2015（平成27）年3月末には4年2か月間で延べ566、066回の訪

問実績を積み上げ全員がその任務を終えている。 

 しかし、ほとんどの方々は、滞在型支援員を辞めたあとでも、何か気になったことがあると生活支援員

に連絡を入れるなど、定期巡回の形ではないが、日常的生活行為の中で見守りを続けており、見守りが地
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域内の日常的な他者との関わりとして根付いていることを伺わせる。 

 滞在型支援員の多くは高齢者である。これは、彼らの

持つ地縁力に着目し、日常的な生活行為の中に見守り機

能を見いだそうと考えたからである。彼らの地縁力を活

かすことで地域による見守り機能の醸成を期待し、自ら

の日常生活の場で展開することで、時間的制約を越えた

きめ細やかな見守りの日常化を期待した。また、この活

動を高齢者の社会的役割獲得の場として活用すること

で、住民自らが関わっていく地域福祉推進の学びの場に

据えようとした。更には、閉じこもり気味の高齢者の社

会性の拡大や運動の機会をつくり出すことも意図している。     写真2 滞在型支援員 

 このように、本事業は単に被災者支援活動だけにとどまるのではなく、社会的な役割獲得の場、健康づ

くり、そして今後の地域づくりへの視点をも併せ持つ事業として進められているところに大きな特徴が

ある。 

 

6 研修 

 生活支援員を育成す為の研修は、基礎研修として採用時研修（三日間）及び宮城県社会福祉協議会や県

からの委託で研修事業を請け負っている CLC（コミュニティ・サポート・センター）主催の研修がある。

また、日常的には、その時々に必要となる知識を得るための研修が、南三陸町社会福祉協議会主催で地元

の専門職や支援団体の専門職を講師にして随時行われている。特徴的なのは、こうした座学を中心とし

た研修ではなく、毎朝行われるミーティング及び平成30年3月で第79回目を数える毎月の活動報告の

場となる「月例総括会議」の存在である。毎朝行われるミーティングは、各サテライトセンターから生活

支援員が集まり、南三陸町社会福祉協議会の CSW がその打合せをリードし、前日の出来事を報告し合う

場である。月例総括会議は、前月の活動内容をあらかじめ定められた様式で整理し報告するものである。

記録されている内容は、①目標に対する全体的な感想、上手くいったこと、課題及び課題への取り組み。

②各種団体等との連携協働に関すること。③生活者の声。④主な事業活動。⑤地域間交流。⑥各種データ

（気がかりレベル別人数、相談内容明細及び人数、訪問件数、地域活動件数）等である。こうした朝ミー

ティングや月例総括会議は、事例検討の場となり、その都度個別具体の検討がなされ対応方針を確認し

ている。こういった機会によって、判断に迷う対応やその時々の課題に対する迅速な評価及び対応が行

われている。また、１件の事例を全体で共有することで、他でも起きそうな事案に対する未然防止の機会

にもなっている。 

 

7 当事者性と市民的専門性 

7.1 当事者性を持った支援（「当事者」から「当事者性を持った支援者」へ） 

 東日本大震災の生活支援員の特徴として、その多くが被災当事者であることがあげられる。当事者で

あることによって、被災者が置かれている状況、気持ちが分かるという利点がある。生活支援員の役割

は、被災者宅への訪問活動などを通した生活状況の把握、必要な情報提供、専門機関等へのつなぎ、自治

会支援、住民の合意形成支援などである。そうした活動のベースとなるのは、被災者への共感である。共

感し傾聴することによって、被災者と生活支援員との間に信頼関係が形成され、被災者自身も整理でき

ていない自らの不安や悩みなどが吐露され、そのことで初めて生活課題が何であるかが分かってくる。 
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 しかし一方で、当事者であることによる悩みもあった。生活支援員が自らの被災体験を支援の対象者

に投影したり、被災者と全く同じ目線に立ってしまうことで、同じように将来を悲観し絶望感にさいな

まれたりすることもあった。また、被災の程度を比較され、生活支援員のほうが被災の程度が小さかった

場合、「あなたはいいね」と受け入れてもらえないこともあった。さらに、当事者であるのにもかかわら

ず支援者側に立っていることに、ねたみにも似た感情できつい言葉をぶつけられることも多々あった。 

 しかしこうしことは、ネガティブな視点だけで片付けるべきではなく、当たり所のない自然災害にお

いては、鬱積した気持ちをぶつける相手が時として必要なのである。多くの場合、その矛先は行政に向け

られる。同じように、目の前に現れる生活支援員にも向けられることが多かった。こうした状況について

別の言い方をすれば、生活支援員は、突然の被災で混乱した気持ちを吐き出す相手として、毎戸を訪問し

ながらその役割を積極的に担ったのである。 

 生活支援員が「当事者」であるだけでは、生活再建につながる支援はできない。被災し様々な問題を抱

える本人のことを「当事者」だとすると、生活支援員はそこに留まらず、その問題を解決するために被災

者に寄り添いながら共に考え、実践につなげていく「当事者性を持つ人」になることが必要だった。 

 一人の主婦が生活支援員となっていくためには、当事者性を基底にしつつ、支援者としてのスキルを

付加することが必要だったのである。様々な研修やスーパーバイズは、ここにその目的をおく必要があ

り、専門知を生業としている専門職の出番があったのである。 

 

7.2 市民的専門性の獲得 

7.2.1 専門職ではない、生活者の視点での気づき、寄り添い 

 多くの生活支援員は、被災当事者としてその共感力を生かし、地域に貢献したいという思いを持って

いる。しかし、実際に支援員になってみると、その仕事の内容は初めて経験することばかりであった。生

活支援員の震災前の職業は、養殖魚業を営む主婦、農家の主婦、水産会社や飲食店勤務などで、対人援助

や地域づくりなどの仕事には就いたことがないという方がほとんどである。生活支援員の多くは、共通

していわゆる「非専門職」であった。 

 被災者支援を始めた当初は、生活支援員の目的や役割を十分理解しないまま現場に出ていた。その多

くの理由は、生活支援員だけではなく使用者側にもあった。このため、その立ち位置を見定めることがで

きないままで被災者側にも伝えられず、被災で苛立つ住民から「何しに来たの？」と言われ、訪問を躊躇

するような場面も多々あったのである。また、被災住民だけではなく、民生委員や専門機関など他の支援

者にも生活支援員の役割がなかなか伝わらず、情報のやり取りや支援の連携がうまくいかなかったこと

もあった。 

 こうした状況下で生活支援員が行ったのは、まずは傾聴に努め、被災者の思いに耳を傾けること、すな

わち寄り添うことであった。また、こうした関わり方は、突然の被災で茫然自失の渦中にある被災者に対

して唯一出来ることでもあった。被災者の中には、「正解のない問い」にじっくりと耳を傾けてもらうこ

とで、自分の悩みや望みなどを再確認し、再建に向けた一歩を踏み出すことが出来るようになっていっ

た方も少なくない。 

 被災者支援と言っても、その内容は必ずしも福祉制度などを活用する必要がない場合も多い。多くは、

日常の細々とした生活のしづらさに関するもので、制度的解決にはなじまない。その点において、被災者

支援は、従来の生活課題や健康問題等に関わる既存の専門職の動きとは異なっている。健康問題一つに

しても、昨夜眠れなかったことや食欲がないことにひたすら耳を傾けことで表情が戻ってくる例に限り

がない。必ずしも血圧測定が必要なわけではないのである。地理的、社会的に地域を知っていること、身
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についていることは、支援活動における最大のスキルである。 

 

7.2.2 市民的専門性 

 一人の主婦が生活支援員として被災者の受け入れられるには１年近い時間を必要とした。長いとも思

われる信頼関係形成構築の日々は、その後に非専門職である支援員だからこそ出来る支援につながる、

非常に重要な期間だったと言える。その信頼関係は、専門的知識で築いたものではなく、同じ被災者とし

て、同郷の隣人として寄り添った「情」（人間味のある心、他人をいたわる心、思いやり）で築いたので

ある。長いと思われる日々は、この情が通い合い被災者と支援者との間の垣根を乗り越えるのに必要な

時間だったともいえる。こうした被災者と支援者という垣根を越えられたからこそ、「お互い様」の気持

ちが醸成され、復旧期以降の個別支援から地域支援への展開を可能にしたのではないかと考えられる。 

 そもそも、震災により生活の基盤がすべて失われたことで、通常の制度・専門職の職能ではこの大規模

災害への対応はできなかった。しかし支援員は、そうした制度・しくみの穴埋め的な存在としてではな

く、被災者の再建意欲を引き出したり、意思決定を促したりする支援、すなわち「自己決定支援」をもっ

とも被災者に近い存在として担ったのである。そして、それは、専門知的な知識により行ったのではな

く、最も身近な他者としての能動的な寄り添いによって被災者自身の内省的向上心を促し、「自律」とい

う自己決定を支えたのである。 

 これまで、様々な支援の過程で語られる「専門性」は、アカデミックな専門性、すなわち普遍性を追求

する視点で語られることが多い。しかし、この専門性にはもう一つの視点、生活・文化の文脈の中で語ら

れ、実践知／生活知を生み、相補的な関係性を育んでいることを見逃せない。多くの地域住民が被災者支

援の第一線に立ち生活支援を展開した場面において、この生活者感覚は大きな力を発揮した。 

 ここで我々が使おうとしている「市民的専門性」の市民は、より生活者目線に立つ市民であり、市井の

人としての市民である。どの地域にでもいる、日々の生活を営む主体としての極々普通の生活者として

の地域住民である。こうした、市民を人財として見ることが出来れば、被災者支援の担い手は、それぞれ

の地域に多く見いだすことが可能になる。我々が見てきた生活支援員は、専門職とは異なる目線で、きめ

細かく時間をかけて寄り添い、内発的向上心を育み自立を促す支援を構築した。こうした実践が、これま

でとは異なる新たな「市民的専門性」を確立したと言えるのではないか。これこそが、東日本大震災で行

われた被災者支援の特徴を後世に伝えるキーワードになるであろう。 

 

8 生活支援員から地域住民へ 

 各戸を定期的に巡回して生活の困りごとの相談にのり、コミュニティづくりの手伝いをするというの

は、被災前の地域生活においてはなかった制度である。大震災で被災したという特別な環境下でできた

一時的・臨時的支援システムである。これらの一時的・臨時的システムは、復興期・発展期に合わせて消

えていってしかるべきで、支援の終着点は普通の生活に戻ることである。普通の生活とは、既存の制度の

中でつつがなく暮らせることと言い換えることができる。現在の被災者支援に関わるさまざまなシステ

ムは、不要になって初めて支援を終えることになる。南三陸町被災者生活支援センターが掲げた支援の

目標の一つに「要なしになること」がある。これは、普通の生活の実現を最終目的にしていることを意味

している。こうしたことを踏まえ、南三陸町では被災者支援の先にある地域生活を見据えた取り組が行

われている。 
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8.1 人財を地域で活かす 

 これまで、生活支援員（巡回型・訪問型・滞在型）として被災者支援に関わった町民は、延べ 351 人

（平成27年8月末現在）を数える。この人たちが生活支援員を辞めたとしても、今後、被災者生活支援

センターがなくなったとしても、それまでの経験や地域への想いは、彼らがここに住み続ける限り生き

ていく。この人たちが、地域に戻り一町民として地域福祉の担い手になってくれれば、地域福祉の推進に

大きな役割を果たしてくれるであろう。 

 こうした考えを基にして進めているのが、町民ボランティアの登録制度「ほっとバンク」だ。担当者

は、人様へのちょっとしたお手伝いが自分自身も豊かにするといい、これを「心のちょきん」と表現して

いる。事の発端は、滞在型支援員の言葉だった。滞在型支援員を縮小していく過程で、「（滞在型支援員

の）名札を返しても心配いらないよ、気になることがあったら（その方の家に）寄って声をかけるから」

という言葉を聞くことができた。また、「何らかの役割をもらえると声がけしやすい」、との話もあった。

こうした声や、被災者生活支援センターの設置目的でもあった「町民を人財にする」という考え方を基

に、2015（平成27）年5月13日町民ボランティア登録制度「ほっとバンク」がスタートした。辞令に相

当する「ほっとバンク登録証」を受け取り、身分証明書に相当する「ほっとバンクメンバー」の名札を着

けた50代から80代の128人（平成30年1月末現在）が、近隣の高齢者の見守りや話し相手、お茶っこ

サロンの手伝い、障害児の夏期休業中の見守り等々、日常生活の中にある些細なできごとのお手伝いを

している。この中には、生活支援員経験者が34人もいる。元生活支援員だった大友さん（65歳）は、毎

月地域サロンを開き高齢者の見守り活動を行い、また、芳賀さん（74 歳）は「体が動く限り、地域の皆

さんに声をかけて歩く」と語っている（2015/05/16河北新報）。 

 「ほっとバンク」を制度化した南三陸町社会福祉協議会は、年 3 回程度の活動報告を兼ねた研修会を

行い、更なる普及拡大を予定している。今回の「ほっとバンクメンバー」の活動が、多くの町民の目に触

れることによって、「お互い様」を具体的な行動に移す機会となり、さらに広がっていくことが期待され

る。ここに、地域福祉へのすり付けを意図して制度設計した被災者生活支援センターの最終到達地点の

姿を見ることができる。 

 南三陸町には、被災地支援としてこれまで14万5千人のボランティアが来てくれた。その人数からす

れば比較にならない数だが、自分の町を自分たちで支えるというお互い様を基底にした「ほっとバンク」

の取り組みは、身の丈に合った持続可能性を持った地域福祉推進の仕組みだと言えよう。 

 

8.2 経験を仕事に活かす 

 南三陸町被災者生活支援員は、多くの町民がその役割を担っている。平成23年 7 月から平成27 年 8

月末までの間に、巡回型及び訪問型支援員は、延べ212 人が採用され、延べ171 人が退職し地域に戻っ

た。また滞在型支援員は、延べ139人が採用され、平成27年3月までに全員がその役割を終えている。

東日本大震災を機に、延べ 351 人の南三陸町民が被災者支援の役割を担い、長期にわたる仮設住宅での

暮らしの安心安全を見守ってきた。 

 復旧が進むにつれ、多くの生活支援員は職場復帰を果たし、海を生業の場とする家業に戻って行った。

そうした中で、生活支援員の経験を活かし新たな仕事に就いている例も出ている。担い手不足が深刻な

福祉業界で、18 人の生活支援員経験者が、地元にある高齢者福祉施設などの介護職員や相談員及び訪問

介護事業所のホームヘルパーとして働いている。特別養護老人ホームで働く元生活支援員は、「研修で学

んだことや人との関わりなどの経験が、全て今の仕事に活きている」といい、「常に目標をたてて活動し、

課題を見つけては見直しをしながら進むという繰り返しは、無駄な学びはひとつもないことを実感する
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機会だった」とも語っている。 

 被災者の生活に寄り添う経験は、それ自体が貴重だということだけではなく、地元の人財として活か

されていることも見逃せない。南三陸町の被災者支援システムは、当初の設計段階から被災者支援を経

験した者が普段の生活に戻った後までを想定し、地域の人財となることを狙って、地元町民にこだわっ

た担い手確保を行ってきた。被災者支援としてだけではなく、復旧・復興後の地域生活においても、その

経験を活かしてもらいたいという意図から生まれた取り組みである。 

 生活支援員を経験した町民は、高齢者福祉事業や相談

支援事業に従事するだけではない。 

仮設住宅自治会長、民生児童委員、人権擁護委員及び社

会教育委員に委嘱されて福祉行政や教育行政に関わる

者など、生活支援員を辞めた後も、その経験を地域福祉

の推進に活かしている。こうしたことは、被災者支援と

いう一時的・臨時的なことであっても、その関わり方如

何により、地域福祉の推進に一役買う人財に育つことを

示している事例と読み取れる。 

    資料2 新たな役割 

8.3 地域社会再編の一助 

 被災者支援において、災害公営住宅への移行期になってくると、コミュニティの再構築に関する課題

が大きくなってくる。被災地におけるコミュニティの再構築は、専門職や営利団体の受託業務による活

動支援といった構図では、持続可能性や住民自治にもろさがある。被災地のコミュニティづくりには、

住民意識の中に「お互い様」が育つ必要があり、その際、支援するものと支援されるものの間にあるお

互い様意識のギャップを埋めることが欠かせない。この点、南三陸町の非専門職の生活支援員（LSA）

は、当事者性と市民的専門性を持つことで、地域社会への高い帰属意識を養い、支援するものと支援さ

れるもと言った意識のギャップを小さくし、見守り支援だけではなく被災地のコミュニティづくりにお

いても当事者として振る舞えている。こうした、外部の者ではなく地元の人々の手による関わりは、地

域性と共同性の下で育まれ、南三陸町独自の地に足の付いた地域社会再編を可能にする一助になり得る

であろう。 

 南三陸町は、町民を主たる担い手とする被災者生活支援センターを設置した。地元に根強く残ってい

た結いや講の文化に裏打ちされた住民意識と社会的役割付与との組み合わせは、被災者の見守り活動を

主体的に行う自己実現の場になった。従来の専門職ありきの支援体制に代えて住民を生活支援員に据

え、被災町民自らが被災者支援の担い手となったことは、地域住民の潜在力を活かす「仕組み」と

「場」を持つことにより、住民自らがその社会的役割に気づき、対応スキルを高めていき、人財として

育っていけることを示したものである。東日本大震災において多くの住民が被災者支援の担い手になっ

た経験は、今日、国が進める「我が事丸事」や地域包括ケアシステム等、住民の参画が求められている

地域福祉を推進するに際しての、行政（公共）と住民との関わり合いの有り様を示すことにも通じ、そ

の意義は大きい。 

 

 まとめにかえて 

 南三陸町がこの様な支援システムを構築出来たのは、この地域に根強く残る「結い」の文化や「講」の

習慣に着目し、これらの地域文化やこの地で形成された価値観によって醸成された社会関係資本（Social 
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Capital）を活かすことを考えたからである。町はこれまで、各地区の公民館に地域振興センターを置き、

地域主体の町づくりを図ってきた。地域振興センターには、地域にある伝統的な自治組織やボランティ

ア団体等を始めとするありとあらゆる団体が加わり、地域での協働連携の機会を創り出す場になってい

た。しかし、この取り組みは緒についたばかりであった。 

 そんな中で被災した南三陸町は、町民を主たる担い手とする被災者生活支援センターを設置した。社

会関係資本と社会的役割付与との組み合わせは、町民自身の生きがいや町の将来に関わる役割を持つこ

とで、被災者の見守り活動を主体的に行う自己実現の場になった。従来の専門職ありきの支援体制に代

えて住民を生活支援員に据え、被災町民自らが被災者支援の担い手となったことは、地域住民の潜在力

を活かす「仕組み」と「場」を持つことにより、住民自らがその社会的役割に気づき、対応スキルを高め

ていき、人財として育っていけることを示したもので、今日の「我がごと丸ごと」等、住民の参画が求め

られている地域福祉を推進するに際しての、行政（公共）と住民との関わり合いの有り様を示すことにも

通じ、その意義は大きい。 

 津波被災地を多く見てきた山口弥一郎は、いろいろ震災の大変なことについて言うのもいいのだが、

日本人の力というものに着目し、それで復興を考えてくことが大切なのではないかと言っている（山口 

1943）。今、町民自らが被災者支援の主たる担い手となって町の復興を支えていることを、ことさらに取

り上げ記述するのは、南三陸町の取り組みが山口のいう「日本人の力というものに着目し、それで復興を

考えていく」ことの具体的な実例と考えているからである。 

 今、日本各地で大規模震災が予測されている。高い確率で発生が懸念されている南海トラフ巨大地震

では、東日本大震災と同様に巨大津波が発生すると予測されている。これに対して防災・減災対策はもち

ろんであるが、長く辛い避難生活をいかにして支えるかに関する施策も重要である。こうした視点に立

ったとき、町民を被災者支援の担い手とするという南三陸町の被災者生活支援手法は、今後の備えを考

えていくに際して、検討に値する施策となるのではないだろうか。また、このような町民を社会資源・人

財として活かすシステムは、過疎化の進行による限界集落化が懸念される地域での一人暮らし高齢者等

の見守り支援手法等への応用も可能であり、人口減少社会にあっての新たな福祉コミュニティづくりに

一石を投じる施策になることであろう。 
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Victims as Livelihood Support Members in Community Building: From the perspective of 

Minami Sanrikuchō, Miyagi Prefecture 

 

HONMA Teruo 

 

The current study reports on how livelihood support members performed their duties with a 

concern for others while using their own specialized knowledge as citizens. The study focuses on 

livelihood support members involved in community building which is a new support need that arose 

during the long period of evacuation. The study which is based on Minami Sanrikuchō, Miyagi 

Prefecture, also sheds light on how the staff members were trained through the system design of the 

victim support centre. 

  Citizens who work as livelihood support members become citizens of their regional community 

after finishing their work as support staff. We want to demonstrate that although victim support is a 

temporary responsibility, support members can become human resources that contribute to the 

promotion of social welfare in the region depending on the way they are involved with the work. 
 

【Keywords】the Great East Japan Earthquake, livelihood support worker, victim support  
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